
 

 

 

寒川町身体障害者福祉規則の一部を改正する規則をここに公布する。 
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寒川町規則第30号 

 

寒川町身体障害者福祉規則の一部を改正する規則 

 

寒川町身体障害者福祉規則（平成15年寒川町規則第5号）の一部を次のように改正

する。 

第3条中「法第9条第7項」を「法第9条第8項」に改める。 

第4条第1項第1号中「同条第5項」を「同条第6項」に改め、同項第2号中「同法第5

条第5項」を「同法第5条第6項」に、「厚生労働省令」を「主務省令」に改める。 

附 則 

この規則は、公布の日から施行する。 


